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犬 山 市 都 市 計 画 法 に 基 づ く 開 発 行 為 等 の 許 可 の 基 準 に 関

す る 条 例 に 規 定 す る 区 域 に 含 め る こ と が 適 当 で な い 土 地

の 区 域 と し て 市 長 が 認 め る 土 地 の 区 域 の 基 準  

 

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 基 準 は 、 犬 山 市 都 市 計 画 法 に 基 づ く 開 発 行 為 等 の

許 可 の 基 準 に 関 す る 条 例（ 平 成 ２ ７ 年 条 例 第 ５ ３ 号 。以 下「 条

例 」と い う 。）第 ２ 条 第 １ 項 第 ３ 号 イ 及 び 第 ４ 条 第 １ 項 第 １ 号

ア (イ )に 規 定 す る 都 市 計 画 法 施 行 令 （ 昭 和 ４ ４ 年 政 令 第 １ ５

８ 号 。以 下「 令 」と い う 。）第 ８ 条 第 １ 項 第 ２ 号 ロ か ら ニ ま で

に 掲 げ る 土 地 の 区 域 と し て 市 長 が 認 め る 土 地 の 区 域 の 基 準 に

つ い て 定 め る も の と す る 。  

（ 市 長 が 認 め る 土 地 の 区 域 ）  

第 ２ 条  前 条 の 市 長 が 認 め る 土 地 の 区 域 は 、 次 の 各 号 の い ず れ

か に 該 当 す る 区 域 と す る 。  

( 1 )  市 が 公 開 し て い る 降 雨 に よ る 浸 水 想 定 図 に お い て 、 想 定

最 大 規 模 降 雨 に 基 づ く 想 定 浸 水 深 が ３ ． ０ ｍ （ 浸 水 深 の 区

分 に ３ ． ０ ｍ が な い 場 合 は ２ ． ０ ｍ ） 以 上 と な る 区 域 。 た

だ し 盛 土 等 に よ り 想 定 浸 水 深 が ３ ． ０ ｍ 又 は ２ ． ０ ｍ 未 満

と な る こ と が 明 ら か な 土 地 の 区 域 を 除 く 。  

( 2 )  農 地 法 （ 昭 和 ２ ７ 年 法 律 第 ２ ２ ９ 号 ） 第 ４ 条 第 ６ 項 第 １

号 ロ に 掲 げ る 農 地 の 区 域  

( 3 )  農 業 振 興 地 域 の 整 備 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ４ ４ 年 法 律 第 ５

８ 号 ） 第 ８ 条 第 ２ 項 第 １ 号 に 規 定 す る 農 用 地 区 域  

( 4 )  森 林 法 （ 昭 和 ２ ６ 年 法 律 第 ２ ４ ９ 号 ） 第 ２ ５ 条 第 １ 項 若

し く は 第 ２ 項 若 し く は 第 ２ ５ 条 の ２ 第 １ 項 若 し く は 第 ２ 項

の 規 定 に よ り 指 定 さ れ た 保 安 林 の 区 域 又 は 同 法 第 ４ １ 条 の

規 定 に よ り 指 定 さ れ た 保 安 施 設 地 区  

( 5 )  自 然 公 園 法 （ 昭 和 ３ ２ 年 法 律 第 １ ６ ２ 号 ） 第 ２ ０ 条 第 １

項 の 規 定 に よ り 指 定 さ れ た 特 別 地 域 又 は 愛 知 県 立 自 然 公 園



2 

条 例 （ 昭 和 ４ ３ 年 愛 知 県 条 例 第 ７ 号 ） 第 ２ ０ 条 第 １ 項 の 規

定 に よ り 指 定 さ れ た 特 別 地 域  

( 6 )  自 然 環 境 保 全 法 （ 昭 和 ４ ７ 年 法 律 第 ８ ５ 号 ） 第 ２ ５ 条 第

１ 項 の 規 定 に よ り 指 定 さ れ た 特 別 地 区 又 は 自 然 環 境 の 保 全

及 び 緑 化 の 推 進 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 ４ ８ 年 愛 知 県 条 例 第 ３

号 ） 第 ２ ３ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 指 定 さ れ た 特 別 地 区  

 （ 委 任 ）  

第 ３ 条  こ の 基 準 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 基 準 の 施 行 に 関 し

必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 別 に 定 め る 。  

附  則  

こ の 基 準 は 、 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  


